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(57)【要約】
【課題】低周波駆動や間欠駆動を適用したときに発生す
るフリッカを抑制し、表示品位を良好とする液晶表示装
置および液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【解決手段】複数の液晶画素ＰＸをマトリクス状に配列
した表示パネルＰＮＬと、液晶パネルと対向して配設さ
れて表示パネルを照射する照明部ＢＬＴと、表示パネル
への画像表示と、照明部の光源の輝度を制御する制御部
ＣＴＲとを備え、制御部は、間欠駆動によって液晶画素
への画像信号を書き換え、光源の輝度を表示パネルの透
過率の逆数に比例するように制御する液晶表示装置であ
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の液晶画素をマトリクス状に配列した表示パネルと、
　前記液晶パネルと対向して配設されて前記表示パネルを照射する照明部と、
　前記表示パネルへの画像表示と、前記照明部の光源の輝度を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、間欠駆動によって前記液晶画素への画像信号を書き換え、前記光源の輝
度を前記表示パネルの透過率の逆数に比例するように制御する、
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、さらに反転駆動によって液晶画素への画像信号を書き換える、請求項１
に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記間欠駆動のフレーム周波数は、４０Ｈｚ以下である、請求項１または２に記載の液
晶表示装置。
【請求項４】
　前記液晶表示装置は、横電界方式の液晶を備える、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　複数の液晶画素をマトリクス状に配列した表示パネルと、前記液晶パネルと対向して配
設されて前記表示パネルを照射する照明部とを有する液晶表示装置の駆動方法において、
　間欠駆動によって前記液晶画素への画像信号を書き換え、
　前記光源の輝度を前記表示パネルの透過率の逆数に比例するように制御する、
　駆動方法。
【請求項６】
　さらに反転駆動によって液晶画素への画像信号を書き換える、請求項５に記載の駆動方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置および液晶表示装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、テレビ受像機、カーナビゲーション装置等の車載用ディスプレイ、ノ
ートパソコン、タブレット型ＰＣ、携帯電話、スマートフォンなどモバイル用端末等、様
々な機器に搭載されている。
【０００３】
　この液晶表示装置には、用途に応じて種々のモードの液晶が採用されている。
【０００４】
　例えばＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ
　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ）モードなどの縦電界方式の液晶表示装置では、上
側基板に備えられた対向電極と、下側基板に設けられた画素電極との間に発生する電界に
より、両基板間に挟持された液晶層に含まれる液晶分子の配向方向を制御する。
【０００５】
　また、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇ
ｅ－Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードなどの横電界方式の液晶表示装置において
は、対向電極（この場合はＣＯＭ電極と呼ばれる）、画素電極ともに一方の基板に備えら
れ、両電極間に発生する電界（フリンジ電界）により、液晶層に含まれる液晶分子の配向
方向を制御する。ＦＦＳモードの液晶表示装置は、大きな開口率を確保できるので輝度が
高く、かつ視野角特性に優れている。
【０００６】
　ところで、モバイル端末用途の液晶表示装置においては回路消費電力を低減することが
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強く求められ、電力低減手段の一つとして、低周波駆動、間欠駆動などが提案されている
。低周波駆動とは液晶表示装置の駆動周波数を標準条件に対して例えば１／２、１／４な
どに低減することで回路電力を低減する方式である。また、間欠駆動とは１表示期間の書
き込みを行った後に数表示期間の回路停止期間を設けることで回路電力を低減する方式で
ある。いずれの場合も液晶表示部の映像信号書き換え周期が長くなるため動画表示には適
していないが、動画視認性が重要視されない静止画表示等の場合においては、有効な回路
電力低減策となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２７８５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、液晶表示装置において低周波駆動、間欠駆動を実施する場合には、フリ
ッカを低減することが必要である。
【０００９】
　例えば、フレーム周波数が通常の液晶表示装置で採用されている６０Ｈｚの場合には特
にフリッカは視認されなかったが、フレーム周波数を１／３の２０Ｈｚにした場合にはフ
リッカが視認された。そして、フレーム周波数をさらに下げた場合にはフリッカはより顕
著に視認された。
【００１０】
　本発明においては、低周波駆動や間欠駆動を適用したときに発生するフリッカを抑制し
、表示品位を良好とする液晶表示装置および液晶表示装置の駆動方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様による液晶表示装置は、複数の液晶画素をマトリクス状に配列した表示
パネルと、前記液晶パネルと対向して配設されて前記表示パネルを照射する照明部と、前
記表示パネルへの画像表示と、前記照明部の光源の輝度を制御する制御部とを備え、前記
制御部は、間欠駆動によって前記液晶画素への画像信号を書き換え、前記光源の輝度を前
記表示パネルの透過率の逆数に比例するように制御する液晶表示装置である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態に係る表示装置の構成を示す概略の平面図である。
【図２】本実施の形態に係る液晶表示装置の液晶表示パネルの表示画素部の断面を示す図
である。
【図３】バックライト輝度が一定の場合の液晶表示装置の輝度応答波形の一例を示す図で
ある。
【図４】バックライト輝度が一定の場合の液晶表示装置の輝度応答波形の他の一例を示す
図である。
【図５】本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための図である。
【図６】本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための他の図である
。
【図７】本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための他の図である
。
【図８】フリッカが視認されない輝度振幅の上限値とフレーム周波数との関係を主観評価
により求めて表した図である。
【図９】本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を実現する構成を示す図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態に係る液晶表示装置について図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態に係る表示装置の構成を示す概略の平面図である。　
　液晶表示装置は、液晶表示パネルＰＮＬと、液晶表示パネルＰＮＬを背面側から照明す
るバックライトＢＬＴと、を備えている。そして液晶表示パネルＰＮＬには、マトリクス
状に配置された表示画素ＰＸを含む表示部が設けられている。
【００１５】
　図２は、本実施の形態に係る液晶表示装置の液晶表示パネルＰＮＬの表示画素部の断面
を示す図である。
【００１６】
　液晶表示パネルＰＮＬは、アレイ基板１００、対向基板２００と、この一対の基板１０
０、２００間に挟持された液晶層ＬＱとを備えている。
【００１７】
　対向基板２００には、透明絶縁性基板ＳＢ２、カラーフィルタ層ＣＦ、及びオーバコー
ト層Ｌ２が設けられている。カラーフィルタ層ＣＦは、透明絶縁性基板ＳＢ２上に配置さ
れた赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）各色の着色層を含んでいる。オーバコート層Ｌ２は、
カラーフィルタ層ＣＦを覆って設けられ、カラーフィルタ層ＣＦに含まれる物質が液晶層
ＬＱへ流出することを防止する。
【００１８】
　アレイ基板１００は、透明絶縁性基板ＳＢ１、対向電極（第１電極）ＣＯＭ、及び複数
の画素電極（第２電極）ＰＥを備えている。画素電極ＰＥは、窒化シリコン（ＳｉＮ）等
の絶縁層Ｌ１を介して対向電極ＣＯＭ上に配置されている。画素電極ＰＥは表示画素ＰＸ
毎に配置され、スリット状の開口部ＳＬＴが形成されている。対向電極ＣＯＭと画素電極
ＰＥとは、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）によって形成された透明
電極である。
【００１９】
　図１に示すように、アレイ基板１００は、表示部において、複数の表示画素ＰＸが配列
する行に沿って延びる走査線ＧＬ（ＧＬ１、ＧＬ２…）と、複数の表示画素ＰＸが配列す
る列に沿って延びる信号線ＳＬ（ＳＬ１、ＳＬ２…）と、走査線ＧＬと信号線ＳＬが交差
する位置近傍に配置された画素スイッチＳＷとを備えている。
【００２０】
　画素スイッチＳＷは薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓ
ｔｏｒ）を備えている。画素スイッチＳＷのゲート電極は対応する走査線ＧＬと電気的に
接続されている。画素スイッチＳＷのソース電極は対応する信号線ＳＬと電気的に接続さ
れている。画素スイッチＳＷのドレイン電極は対応する画素電極ＰＥと電気的に接続され
ている。
【００２１】
　アレイ基板１００は、複数の表示画素ＰＸを駆動する駆動手段として、ゲートドライバ
ＧＤ（左側ＧＤ－Ｌおよび右側ＧＤ－Ｒ）とソースドライバＳＤとを備えている。複数の
走査線ＧＬはゲートドライバＧＤの出力端子と電気的に接続されている。複数の信号線Ｓ
ＬはソースドライバＳＤの出力端子と電気的に接続されている。
【００２２】
　ゲートドライバＧＤとソースドライバＳＤとは、表示部の周囲の領域に配置されている
。ゲートドライバＧＤは複数の走査線ＧＬにオン電圧を順次印加して、選択された走査線
ＧＬに電気的に接続された画素スイッチＳＷのゲート電極にオン電圧を供給する。ゲート
電極にオン電圧が供給された画素スイッチＳＷの、ソース電極－ドレイン電極間が導通す
る。ソースドライバＳＤは、複数の信号線ＳＬのそれぞれに対応する出力信号を供給する
。信号線ＳＬに供給された信号は、ソース電極－ドレイン電極間が導通した画素スイッチ



(5) JP 2014-238498 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

ＳＷを介して対応する画素電極ＰＥに印加される。
【００２３】
　ゲートドライバＧＤとソースドライバＳＤとは、液晶表示パネルＰＮＬの外部に配置さ
れた制御回路ＣＴＲにより動作を制御される。また制御回路ＣＴＲは、対向電極ＣＯＭに
対向電圧Ｖｃｏｍを供給している。さらに制御回路ＣＴＲは、バックライトＢＬＴの動作
を制御する。
【００２４】
　制御回路ＣＴＲは、通常駆動のほかに駆動電力低減のために間欠駆動の機能を備えてい
る。なお、画素の映像信号書き換えが行われる時間間隔を「フレーム周期」あるいは「１
フレーム」と呼び、その逆数を「フレーム周波数」と呼ぶが、本願においては低周波駆動
、間欠駆動に関しても、同様に呼ぶものとする。
【００２５】
　一例として液晶表示装置の標準のフレーム周波数が６０Ｈｚ（すなわち（１／６０）ｓ
ｅｃごとに画素への映像信号の書き換えが行われる）であるとする。動画表示の場合には
標準の６０Ｈｚでの動作とするが、動画視認性がそれほど重視されない静止画像などを表
示する場合には、制御回路ＣＴＲは、間欠駆動を実行する。
【００２６】
　制御回路ＣＴＲは、（１／６０）ｓｅｃをかけて書き込み動作（画面の上から下までの
走査）を行った後に、例えば（１／６０）ｓｅｃ、（３／６０）ｓｅｃ、（７／６０）ｓ
ｅｃ、あるいは（５９／６０）ｓｅｃの休止期間を設ける。休止期間において制御回路Ｃ
ＴＲの書き込み動作を停止すればその間の回路消費電力は実質０になり、書き込み時も含
めた時間平均としての回路消費電力はそれぞれ、１／２、１／４、１／８、あるいは１／
６０に低減される。
【００２７】
　ところで、上述のような駆動方式では各画素ＰＸに画素電圧を書き込んだ後、その画素
電圧を長時間保持することが必要である。そのため、ＴＦＴにはオフリーク電流の小さい
ものを用いることが望ましい。例えばＩＧＺＯ（Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）
、Ｚｎ（亜鉛）から構成される酸化物）を用いたＴＦＴは一般にオフリーク電流が小さく
、上記の低周波駆動に適したＴＦＴであるといわれている。
【００２８】
　本実施の形態に係る液晶表示装置は、対向電極ＣＯＭと画素電極ＰＥとに印加される電
圧の電位差により、液晶層ＬＱに電界を生じさせ、液晶層に含まれる液晶分子の配向方向
を制御するＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ－Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードの液晶表示
装置である。液晶分子の配向方向により、バックライトＢＬＴから出射される光の透過光
量が制御される。
【００２９】
　図２に示すように、画素電極ＰＥと対向電極ＣＯＭとが絶縁層Ｌ１を挟んで対向する部
分には、容量成分Ｃｓ０が発生する。この他に液晶層ＬＱ内に回り込む電界に対応する補
助容量成分Ｃｓ１および液晶容量Ｃｌｃも存在する。これらの容量を一括して、画素電極
ＰＥと対向電極ＣＯＭ間に存在する全容量をＣｓと表すと、図１に示すようにＴＦＴのド
レインと対向電極ＣＯＭの間に容量Ｃｓを挟みこんだ等価回路で表現することができる。
【００３０】
　次に、フリッカを低減するための駆動方式について説明する。
【００３１】
　液晶材料は長時間ＤＣ電圧を印加しておくとチャージアップにより表示特性に経時変化
が生じるため、１フレーム毎に正負極性を反転させてＤＣ平均がほぼ０になるようにして
駆動するフレーム駆動が一般的である。しかし、正負での応答特性（輝度－電圧特性）に
ずれがあると正負フレームでの輝度が異なり、１フレーム毎に明暗の差が生じてフリッカ
（ちらつき）が発生する。信号の正負平均（ＤＣ平均値）に微小なオフセット電圧を加え
たり、対向電極電位を調整したりすることでフリッカを極小化することは可能であるが、
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経時的な輝度－電圧特性のシフトや階調間の最適条件のずれなども完全に吸収してフリッ
カを皆無にすることは困難である。
【００３２】
　このようなフリッカを低減するための手段として、例えばライン反転、カラム反転、ド
ット反転などの反転駆動が知られている。例えばライン反転では、時間的な正負極性反転
の位相を１行毎に逆にして分布させることにより、正負での輝度応答の差を巨視的に相殺
して、フリッカが視認されないようにすることができる。カラム反転やドット反転も同様
であり、前者は１列毎に、後者は市松パターン状に正負極性反転の位相を逆にすることで
フリッカが視認されないようにすることができる。
【００３３】
　これらの反転方式のうちライン反転とドット反転は画面走査時に１ライン毎に極性反転
しながら画素への書き込みを行うため、１Ｈ期間（１水平周期）毎にパネル内の信号線の
充放電を行う必要があり、回路消費電力が大きくなる。一方、カラム反転は行方向の極性
反転が無いため回路消費電力低減という観点で有利である。モバイル用液晶表示装置にお
いては製品仕様に応じて各種反転方式が採用されるが、電力低減という観点ではカラム反
転方式が最も望ましい。
【００３４】
　続いて、液晶表示装置の輝度応答波形について説明する。
【００３５】
　図３は、バックライト輝度が一定の場合の液晶表示装置の輝度応答波形の一例を示す図
である。
【００３６】
　図３（ａ）は、フレーム周期５０ｍｓｅｃ（フレーム周波数２０Ｈｚ）で駆動したとき
の１画素の輝度応答である。図中の縦軸は輝度を表し、横軸は時間を表している。なお、
輝度は、平均値が１となるように規格化している。画素に書き込まれる映像信号の極性は
１フレーム毎に反転しており、それぞれ矢印で示した区間が負フレームおよび正フレーム
に対応する。
【００３７】
　図３（ａ）に示す輝度応答では、正フレームでは輝度値が約１．３まで上昇するが、負
フレームでは輝度値が約０．８まで下降し、正負フレームで輝度が大きく異なっている。
これは寄生容量カップリング等の影響で液晶に保持される電圧の絶対値が正負フレームで
完全に同一でないため、あるいは液晶自身がチャージアップに起因する内部電界を有して
いてＤＣ的な動作点がずれるためであると考えられる。
【００３８】
　また別の特徴として、負フレームから正フレームに切り替わった直後数ｍｓｅｃ間に輝
度が一瞬低下していることが確認される。これはＦＦＳモード特有の現象であり、液晶の
フレクソエレクトリック効果に起因して液晶分子が自発分極を持ち、電界の反転に即座に
応答して液晶分子の配向方向が変化するためであると考えられる。
【００３９】
　次に、図３（ａ）の正負フレームそれぞれの輝度応答を平均化した波形（２つの波形を
足し合わせて２で割ったもの）を図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）に示す波形は、液晶表示
装置をライン反転、カラム反転、ドット反転などで駆動した場合に、巨視的に（正負各極
性の画素をほぼ同数ずつ含む十分な広さの領域に注目したときに）観測される輝度応答波
形に相当する。正負平均化することにより正負フレームでの輝度差の影響は相殺される。
しかし、極性反転直後（フレームの先頭）において一瞬輝度が低下する現象が見られ、結
果的に５０ｍｓｅｃ周期での明暗の輝度変動が残っている。このフレーム先頭での輝度低
下は、上述したフレクソエレクトリック効果によるものであり、輝度変動が正負平均化に
よっても相殺されずに残ったものであると考えられる。
【００４０】
　ところで、一般に人間の視覚におけるフリッカ視認感度は周波数依存を持つことが知ら



(7) JP 2014-238498 A 2014.12.18

10

20

30

40

50

れており、同振幅の輝度変動であっても周波数が低くなるほどフリッカとして視認されや
すいという特徴がある。
【００４１】
　図８は、フリッカが視認されない輝度振幅の上限値とフレーム周波数との関係を主観評
価により求めて表した図である。フレーム周波数が４０Ｈｚを超えるところでグラフが急
峻に立ち上がっている。これはフレーム周波数が４０Ｈｚより大きい周波数であれば輝度
振幅が大きくてもフリッカとして視認されないが、フレーム周波数が４０Ｈｚ以下の周波
数では輝度振幅が小さくてもフリッカとして視認されることを示している。
【００４２】
　この主観評価の結果を参照すると、仮に図３（ｂ）程度の振幅の輝度変動がある場合、
一般的なフレーム周波数６０Ｈｚの場合にはフリッカが視認されなくても４０Ｈｚ以下に
まで下げるとフリッカが視認されると考えられる。
【００４３】
　図４は、バックライト輝度が一定の場合の液晶表示装置の輝度応答波形の他の一例を示
す図である。
【００４４】
　図４（ａ）は、フレーム周波数をさらに下げて１．８５Ｈｚ（フレーム周期５４０ｍｓ
ｅｃ）で駆動したときの１画素分の輝度応答である。正負フレームの輝度が大きく異なっ
ている点は図３（ａ）と同様である。しかし、図４（ａ）では、正負フレームに関係なく
フレーム期間内において輝度が時間とともに低減している（右下がりの傾斜をもっている
）ことが図３（ａ）と異なる。この輝度変動は、液晶の抵抗率が十分高くないために液晶
保持電圧が時間とともに減衰するため、あるいは液晶と配向膜あるいは絶縁層の抵抗率の
違いにより電圧配分が時間的に変動するために発生するものと考えられる。
【００４５】
　なお、正負フレームに関係なく極性反転した直後に輝度が急激に上昇する現象が見られ
るが、これは上述のようにフレーム期間内に輝度が低下した状態から正規の電圧が書き込
まれることによって輝度がリセットされることを示したものであり、フレーム期間内で輝
度が低下することより生じた副次的な現象である。
【００４６】
　次に、図４（ａ）の正負フレームそれぞれの輝度応答を平均化した波形（２つの波形を
足し合わせて２で割ったもの）を図４（ｂ）に示す。図４（ｂ）に示す波形では、平均化
することにより正負フレームでの輝度差の影響は相殺されるが、上述したフレーム期間内
輝度低下の影響が相殺されずに残り、結果的に５４０ｍｓｅｃ周期での明暗の輝度変動が
残ることになる。この輝度変動の周波数は１．８５Ｈｚと、図３（ｂ）で示す輝度変動の
周波数よりも低周波である。従って、図８に示した特性からフリッカがより顕著に視認さ
れることになる。
【００４７】
　本実施の形態の液晶表示装置では、バックライトＢＬＴを制御することによって上述の
フリッカを低減する。
【００４８】
　図５は、本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための図である。
【００４９】
　先に図３（ｂ）においてバックライト輝度一定の条件下にて巨視的に時間的な輝度変動
が生じることを示した。これは液晶表示パネルＰＮＬの透過率がこの輝度波形に従って変
動していることに他ならない。図５には、液晶表示パネルＰＮＬの透過率の変動を破線で
表示している。
【００５０】
　そこでバックライトＢＬＴの輝度を、液晶表示パネルＰＮＬの透過率の逆数に比例して
変化させる。バックライトから出射してパネルを通過して観測される光の輝度は、バック
ライト輝度とパネル透過率の積で表されるため、図５の最下段の輝度応答波形に示すよう
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に時間的に一定なものとなり、フリッカは視認されなくなる。
【００５１】
　図６は、本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための他の図であ
る。
【００５２】
　図６は、図４（ｂ）に示す巨視的な液晶表示パネルＰＮＬの透過率の変動がある場合の
実施例である。図５と同様に、バックライトＢＬＴの輝度を液晶表示パネルＰＮＬの透過
率の逆数に比例して変化させることで時間的に一定な輝度応答波形を得ることができ、フ
リッカは視認されなくなる。
【００５３】
　なお、図５および図６では正負フレームの輝度応答が相殺される場合、すなわちカラム
反転、ライン反転、あるいはドット反転などで駆動した場合の制御方法であった。しかし
、例えばフレーム反転で駆動した場合のように、全画面が同一極性で輝度応答の相殺が起
こらない場合についても適用可能である。
【００５４】
　図７は、本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を説明するための他の図であ
る。
【００５５】
　フレーム反転で駆動した場合では、パネル透過率は例えば図３（ａ）のような波形にな
る。このような場合においても、図５や図６の場合と同様にバックライト輝度をパネル透
過率の逆数に比例する波形で変化させることにより時間的に一定な輝度応答波形を得るこ
とができ、フリッカは視認されなくなる。
【００５６】
　以上いくつかの実施例について説明してきたが、厳密に言えばパネル透過率波形は表示
階調に依存し、最適なバックライト制御波形は表示階調によって異なると考えられる。し
かし、最もフリッカが顕著に現れる階調、例えば８ビット階調表示における１２７／２５
５階調でのパネル透過率の逆数に比例する波形でバックライト輝度の制御を行っておけば
、他の階調においてもある程度のフリッカ抑制効果は得られ、十分に実用に耐えうる。
【００５７】
　また、パネルに表示される画像の平均的な階調に応じてバックライト輝度波形を変える
という応用も可能である。さらには、パネルを複数の領域に分割し、各領域の平均階調に
対応させて領域毎に最適なバックライト輝度制御波形を選択するといった応用も可能であ
る。
【００５８】
　なお、以上の各実施例において、バックライトとしてＬＥＤバックライトを用いれば、
電流制御により輝度波形を制御することが可能である。あるいは、ＰＷＭ（パルス幅変調
）方式による輝度制御ももちろん可能である。
【００５９】
　また、制御回路ＣＴＲは液晶表示パネルＰＮＬとバックライトＢＬＴの両方を制御する
機能を持っているが、これらの機能を分離させておけば、間欠駆動時の休止期間において
前者のみを停止させ後者だけを動作させることが可能となり、有効に回路消費電力低減を
行うことができる。
【００６０】
　図９は、本実施の形態の液晶表示装置のバックライト制御を実現する構成を示す図であ
る。
【００６１】
　本実施の形態の液晶表示装置には、バックライト制御テーブルＴＢＬが設けられている
。バックライト制御テーブルＴＢＬには、フレーム周期、駆動方式（通常駆動、低周波駆
動、間欠駆動など）、反転方式（フレーム反転、ライン反転、カラム反転、ドット反転な
ど）に対応した複数のバックライト輝度データが記録されている。
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【００６２】
　制御回路ＣＴＲは、バックライト制御テーブルＴＢＬを参照して、記録されているバッ
クライト輝度データに従って、バックライトＢＬＴの輝度を制御する。
【００６３】
　また、本実施の形態の液晶表示装置には、バックライトＢＬＴ近傍の温度を測定する温
度検知器を設けても良い。制御回路ＣＴＲは、温度に基づいてバックライト輝度データを
補正して、バックライトＢＬＴの輝度を制御する。
【００６４】
　さらに、本実施の形態の液晶表示装置には、液晶表示パネルＰＮＬの輝度を測定するフ
ォトディテクタを少なくとも１台備えても良い。制御回路ＣＴＲは、測定した輝度に基づ
いて所望の輝度が得られるようにバックライト輝度データを補正して、バックライトＢＬ
Ｔの輝度を制御する。
【００６５】
　なお、図８においてフレーム周波数が４０Ｈｚ以下の場合はフリッカが視認されやすい
と述べた。このことから、本発明のバックライト制御はフレーム周波数４０Ｈｚ以下で特
に顕著なフリッカ低減効果が得られると言える。
【００６６】
　なお、上述の実施の形態ではＦＦＳモード液晶について説明したが、本発明はこの形態
に限定されずＩＰＳモード液晶、横電界方式の液晶、縦電界方式の液晶などについても適
用することができる。
【００６７】
　上述のいくつかの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定するこ
とは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが
可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことが
できる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求
の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００６８】
　ＰＮＬ…液晶表示パネル、ＢＬＴ…バックライト、ＰＸ…表示画素、ＬＱ…液晶層、Ｃ
Ｆ…カラーフィルタ層、ＣＯＭ…対向電極、ＰＥ…画素電極、ＧＤ…ゲートドライバ、Ｓ
Ｄ…ソースドライバ、ＣＴＲ…制御回路。
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